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飯塚市こども計画の概要 

１．趣旨 
 

  こども基本法に基づき、こども施策について全てのライフステージを通して縦断的に実施すること

を目指し、以下の計画を一体化した「こども計画」を策定するもの。 
 

 (1)「子ども・子育て支援法」に基づく「子ども・子育て支援事業」 

 (2)「こどもの貧困の解消に向けた対策の推進に関する法律」に基づく「こどもの貧困対策推進計画」 

 (3)「子ども・若者育成支援推進法」に基づく「子ども・若者計画」 

 (4)「次世代育成支援対策推進法」に基づく「次世代育成支援行動計画」 

 

２．計画期間 

  令和 7年度から令和 11 年度までの 5年間 

 

３．計画の策定体制等 

 (1)「飯塚市子ども・子育て会議」及び「飯塚市青少年問題協議会」による審議 

 (2)「子育てニーズ調査」（就学前児童保護者用調査及び小学生保護者用調査）の実施 

 (3)「こどもの生活実態調査」（小・中学生・16～17 歳のこども及びその保護者）の実施 

 (4)「こども・若者意識調査」（16～17 歳のこども・18～29 歳の若者）の実施 

 (5)「こども・若者の意見聴取」（ビジョナリーシティこども会議・嘉飯桂未来塾）の実施 

 (6)「市民意見募集」の実施 

 

４．計画の概要 
 

 第 1章 計画の策定にあたって 

  ⇒計画策定の背景や位置づけ等を記載 
 

 第 2章 飯塚市のこども・若者や子育て家庭を取り巻く現状 

  ⇒各種統計データや計画の策定にあたり実施した各種調査データによる現状分析及び第2期計画の

振り返りと今後の課題の整理を記載 
 

 第 3章 計画の基本理念と基本的視点 
 

 第 4章 幼児期の教育・保育、地域子ども・子育て支援事業に係る量の見込みと確保の方策 

  ⇒第 2章の分析に基づき量の見込みと確保の方策を記載 
 

 第 5章 その他の子ども・子育て支援に係る施策 

 第 6章 こどもの貧困対策推進に係る施策 

 第 7章 こども・若者支援に係る施策 

  ⇒第 5章～第 7章に関しては、項目ごとに具体的事業と事務事業の評価における評価指標に基づく

進捗管理が必要な事業について個別に事業を記載 
 

 資料編 

  ⇒計画策定の経緯や各種法令、審議機関の委員名簿等を記載  
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５．計画策定の経緯 

 (1)令和 5年度 

   令和 5 年 8 月 18 日  飯塚市子ども・子育て会議（令和 5年度 第 1回） 

   令和 5 年 12 月 20 日  飯塚市子ども・子育て会議（令和 5年度 第 2回） 

   令和 6 年 1 月 19 日  アンケート調査の実施 

       ～2 月 2 日 

   令和 6 年 3 月 25 日  飯塚市子ども・子育て会議（令和 5年度 第 3回） 

   令和 6 年 3 月 26 日  飯塚市青少年問題協議会（令和 5年度 第 1回） 
 

 (2)令和 6年度 

   令 和 6 年 8 月 5 日  飯塚市子ども・子育て会議（令和 6年度 第 1回） 

   令和 6 年 10 月 31 日  飯塚市子ども・子育て会議（令和 6年度 第 2回） 

   令和 6 年 11 月 27 日  飯塚市子ども・子育て会議（令和 6年度 第 3回） 

   令和 6 年 12 月 20 日  飯塚市青少年問題協議会（令和 6年度 第 1回） 

   令和 6 年 12 月 25 日  市民意見募集の実施 

    ～令和 7年 1月 24 日 

   令和 7 年 2 月 19 日  飯塚市子ども・子育て会議（令和 6年度 第 4回） 


